
次期都道府県社会的養育推進計画策定要領（案）

計 画 期 間 ●令和６年度に今期の期末を迎えるに当たり、次期計画は令和７～11年度の５年を１期として策定。

項 目
●令和４年改正児童福祉法の内容等を踏まえ体系を見直すとともに、現行の11項目を13項目とする。

※「支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組」「障害児入所施設における支援」を新設。
●家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念に基づく支援の在り方を中心に据えた構成に。

計 画 記 載 事 項

●現行計画との継続性を踏まえつつ、適切にＰＤＣＡサイクルを運用する観点から、各項目ごとに、
「現行計画の達成見込・要因分析等」の記載を求める。

●「資源の必要量等」「現在の整備・取組状況等」「整備すべき見込量等」の記載を求める。
●さらに、「整備すべき見込量等」について、「整備・取組方針等」（指定するものについては定量的

な整備目標も設定）として具体的に記載することを求める。

評 価 の た め の
指 標

●現行の策定要領においては、評価のための指標は例示となっているところ、次期計画では、各項目ご
とに統一的な「評価のための指標」を設定する。

●各都道府県において、当該指標により取組の進捗状況の把握を求める。
●国は、各都道府県の取組の進捗について、毎年度調査を実施し、分析・評価して公表。

●国は、平成28年改正児童福祉法の理念のもと、「新しい社会的養育ビジョン」で掲げられた取組を通じて、こどもの最善の
利益を実現していくため、各都道府県に、都道府県社会的養育推進計画の策定を求めた。（平成30年７月）

●各都道府県が計画を策定するに当たって踏まえるべき基本的考え方や留意事項をまとめて策定要領として示したもの。
●各都道府県は、令和11年度を終期とし「令和２～６年度」「令和７～11年度」の各期に区分して計画を策定。

【見直しの背景】
●令和４年改正児童福祉法において、児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた児童福

祉施策を推進するための改正が行われた。
●また、これに先立つ「令和３年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会」報告書（令和４年２月）においては、都

道府県社会的養育推進計画について、資源の計画的な整備方針のための計画とすべきこと等が指摘されているところ。
→これらを受けて既存の計画の見直しを行う必要がある。

＜主な見直しのポイント＞

＜現行策定要領＞


